
あさり採りをする皆さんへ 
 

神奈川県の海では、水産資源の保護培養や漁場におけるトラブル防止の観点から、

「採ることができない魚介類の大きさ」や「漁業者でない方の使用道具や採り方の

制限」を神奈川県漁業調整規則で定めています。 

 

潮干狩りで言えば、 

殻の横幅が２ｃｍ以下の
．．．．．．

あさり
．．．

は採ることはできません。 

また、漁業者でない方は、 幅１５ｃｍ以下のくまで
．．．

しか使用できません。 

その他の貝採り器具（じょれん
．．．．

等）を使用することはできません 

   のでご注意下さい。 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業者でない方は、大きさに関係なく使用不可。 

また漁業者であっても、かご部分がすのこ
．．．

状のも

のはその間隔は1.5cm以上、網目状のものはその

目合い2.1cm以上が必要です。 

貝まき漁具(じょれん) 

問い合わせ先 

神奈川県 環境農政局農政部水産課 

電話 ０４５-２１０-４５４９ 

１５cm以下 

くまで 

１ .５ cm 以上

（す目） 

２cm以下あさり 

２cm以下 


